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平成２８年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２８年８月２３日（火） 午後１時３０分～午後４時１０分 

２ 場 所  契約課工事入札室（本庁舎５階） 

３ 出席者  （委 員） 

大川委員、大久保委員、小峰委員長、櫻井委員、佐古田委員（５０音順） 

（事務局） 

米満資産経営部長、鈴木契約課長、水間技術管理課長、鈴木契約課長補佐、 

大久保契約第一班主査 

４ 議 題 

（１）入札・契約制度について 

（２）報告事項 

ア 平成２８年度の入札・契約制度の改正 

イ 指名停止状況について 

（３）審議事項 

各入札方式における契約手続の審議（８件） 

５ 議事の概要 

（１）議事録署名人について 

小峰委員長の指名により、大川委員と佐古田委員に決定。 

（２）入札・契約制度について 

事務局から、平成２８年度の入札・契約制度及び入札実施状況について説明後、質疑

応答。 

（３）平成２８年度の入札・契約制度の改正、指名停止状況について 

事務局から、平成２８年度の入札・契約制度の改正内容、平成２７年４月から平成 

２８年３月までの指名停止状況について報告後、質疑応答。 

（４）各入札方式における契約手続の審議について 

櫻井委員から、抽出工事８件の抽出理由を説明。 

１ 制限付一般競争入札「南生実町３号線側溝新設工事（中２７－１）」 

２ 制限付一般競争入札「千葉市立柏井小学校大規模改造工事」 

３ 制限付一般競争入札「旧千葉市立磯辺第二小学校解体工事」 

４ 制限付一般競争入札「長沼原町３号線舗装改良工事（稲２７－１）」 

５ 制限付一般競争入札「大木戸町４３号線舗装改良工事（緑２８－１）」 

６ 指 名 競 争 入 札「千葉市中央消防署宮崎出張所改築杭打工事」 

７ 指 名 競 争 入 札「千葉市中央消防署宮崎出張所改築空調設備工事」 

８ 随 意 契 約「蘇我駅第１１自転車駐車場改修工事（２８－１）」 

事務局から入札方式ごとに各工事を説明後、委員会で審議。 

（５）次回の審議対象抽出委員について 
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小峰委員長の指名により、大川委員に決定。 

 

６ 会議経過（発言の要約） 

 

（１）入札・契約制度について 

 

○小峰委員長  早速ですが、平成２８年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会の

議題に入ります。事務局から、入札・契約制度について、説明をお願いし

ます。 

 

○鈴木契約課 長補佐 （入札・契約制度について説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  ただいまの説明について、何かご質問等ございますか。 

 

○櫻 井 委 員  資料１の２ページの「８ 入札参加資格要件における地域要件の細分化」

と「９ 専門業者育成のための入札制度」の不調・中止時の取扱いにおい

て、応札状況を勘案し地区区分を市内に拡大する、あるいは入札参加資格

要件を緩和する場合もあるとありますが、具体的に応札状況をどの時点で

どの様に判断して、資格要件の変更を行うのですか。 

 

○鈴木契約課長  頻繁に入札が不調になることはなく、また、ある程度の入札参加者がい

る事を見込んで発注していますが、地域要件の細分化の案件で仮に入札不

調となり応札者がいなかった場合は、市内６区を３地域に細分化し、限定

していた地区要件を市内全域に拡大します。また、専門業者育成の案件で

は、入札参加資格登録時の希望工種に限定していた資格要件を業種・とび

土工に拡大します。また、応札者がいなかった場合と同様に、予定価格超

過した業者の入札額が予定価格と乖離している等、落札が見込めない場合

も資格要件の緩和を行います。 

 

○櫻 井 委 員  一つは応札がなかった場合で、もう一つは応札があったけれども応札状

況で落札が見込めない場合、資格要件を拡大するという事でしょうか。 

 

○鈴木契約課長  その通りです。また、その場合には入札不調となった案件の設計内容を

見直したかどうかも判断材料になります。 

 

○櫻 井 委 員  設計内容の見直しがなく、資格要件を拡大して再発注する場合、時間的
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には早期発注が可能ですか。 

 

○鈴木契約課長  早期発注が可能なときもありますが、設計内容を見直す必要があるかど

うかを検討する時間はかかります。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

 

○櫻 井 委 員  資料１の５ページの平成２７年度一般競争入札の実施状況において、建

築工事の低入札価格調査発生率が５１．７２％で他の業種と比べて高く、

一方で建築工事の不調発生率も３６．９６％で高い数値になっています。

低入札価格調査発生と不調発生は両極端な話だと思うのですが、何か建築

工事における傾向があるのでしょうか。 

 

○鈴木契約課長  統計資料には、入札不調の件数には予定価格超過による入札不調だけで

はなく、低入札価格調査の対象となったのち入札不調となった案件も含ま

れるため、このような結果となっています。 

 

○櫻 井 委 員  応札者全員が低入札価格調査の対象となり、入札不調になった案件も不

調の件数に含まれたため、結果的にこのような数値になっているという事

ですか。 

 

○鈴木契約課長  はい。そのため、低入札価格調査発生率と不調発生率は、相反する数値

になるとは限りません。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

 

○小峰委員長  資料１の２ページの入札参加資格要件における地域要件の細分化は平成

２５年度から試行しており、実施件数を概ね２分の１程度としていますが、

平成２７年度の実施件数はどの位だったのでしょうか。 

 

○鈴木契約課長  平成２７年度の実績ですと、全体で対象となった件数が５９件、そのう

ち２３件を細分化で発注しています。年間を通じて、対象となる案件が一

時期に発注されるわけではなく、また、一時期に集中して適用することの

ないよう、例えば２件の対象案件の発注があれば、１件のみを細分化で発

注するという調整を行いますので、必ず２分の１の実施件数となるわけで

はありません。 

 

○小峰委員長  いずれにしても、入札参加資格要件における地域要件の細分化は、様子



 ４ 

を見ながら試行していくということですね。 

 

○鈴木契約課長  はい、その通りです。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

何も無いようですので、これで終了させて頂きます。 

 

（２）平成２８年度の入札・契約制度の改正、指名停止状況について 

 

○小峰委員長  続きまして、事務局から、報告事項について説明をお願いいたします。 

 

○鈴木契約課 長補佐 （入札・契約制度の改正、指名停止状況について説明） 

 

○小峰委員長  ただいまの説明について、何かご質問等ございますか。 

 

○櫻 井 委 員  資料２の１ページの契約の締結に議会の議決を要する工事の入札におけ

る現場代理人及び主任（監理）技術者の取扱いにおいて、要件を満たすべ

き開始時点を「本契約日（議会議決日）」に変更するということですが、

応札者は議会議決日が事前に分かるのでしょうか。 

 

○鈴木契約課長  応札者は議会日程について、開会日は早めにわかるのですが、議決日の

正確な日付までは分からないため、例年とおりの日程で予測していると思

われます。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

何も無いようですので、これで終了させて頂きます。 

 

（３）各入札方式における契約手続の審議について 

 

○小峰委員長  次に、議題となっています、各入札方式における契約手続の審議に入ら

せていただきます。今回の案件の抽出者であります櫻井委員に、各案件に

ついて、抽出理由の説明をしていただきます。 

 

○櫻 井 委 員  お手元の資料３の３ページに抽出工事と抽出理由がありますので、ご覧

ください。今回、８件抽出するということですが、入札方法毎に制限付一

般競争入札を５件、指名競争入札を２件、随意契約を１件抽出しました。

契約金額、業種等のバランスを見ながら、記載の抽出理由のとおり、それ

ぞれ抽出しています。 
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詳細な抽出理由につきましては、各案件の審議のときに補足説明をさせ

ていただきます。 

 

○小峰委員長  それでは、事務局から案件１から５の制限付一般競争入札について、説明

をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補佐 （案件１～５についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  ただいま制限付一般競争入札について説明がありましたが、審議について

は、１件ずつ審議してまいりたいと思います。まずは、案件１についてお

願いします。 

 

○櫻 井 委 員  こちらは地区区分細分化で発注した案件ですが、結果的に応札が１者し

かなかったので抽出しました。まず、細分化した場合の応札者数と細分化

しなかった場合の応札者数では、どのような違いがありますか。 

 

○鈴木契約課長  平成２７年度全体の細分化案件の平均応札者数ですが、細分化を適用し

た案件では６．０８者、細分化を適用しなかった案件では８．９１者とい

う結果です。 

 

○櫻 井 委 員  平均応札者数でみますと、細分化を適用した案件全てにおいて、応札者

数が少なくなるという事はないのですね。 

 

○鈴木契約課長  はい。平成２７年度全体の平均応札者数からみると、約６者の応札があ

りました。 

 

○櫻 井 委 員  地区区分細分化の試行について、どのような評価をしていますか。 

 

○鈴木契約課長  地区細分化案件を評価するにあたり、平均落札率と平均応札者数の二つ

を評価する観点として捉えています。平成２７年度実績で、平均落札率は、

細分化した案件では８６．７０％、細分化しなかった案件では８７．１４％

という結果ですので、落札率では大きな差はなく問題ありませんでした。

また、平均応札者数は、細分化をした案件で６．０８者となり、細分化し

なかった案件の８．９１者に比べて、応札者数は少なくなりましたが、一

定の競争性の確保はされていると考えています。ただ、全体平均では特段

問題なく実施されている状況ですが、個々の案件をみますと、今回の議題
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になっています案件１のように応札者数の少ない案件もありましたので、

今後も業種や工事内容、格付等級、地区区分等、個々の実績の推移を見て

いかなければならないと考えています。 

 

○櫻 井 委 員  本案件で、想定される入札参加者数はどの位でしたか。 

 

○鈴木契約課長  本案件は、中央区・美浜区内に本店を有する者、土木Ｃランクで発注し

ましたが、入札参加者数は最大１７者を想定していました。 

 

○櫻 井 委 員  結果的に１者応札になりましたが、その原因についてどう考えています

か。 

 

○鈴木契約課長  原因については推測となりますが、１２月の発注で、業者の手持ち工事

が多い時期での発注となったこと、工事の施工規模が小さく、かつ施工場

所が狭あい道路のため、他工事に比べて業者の受注意欲が湧かなかったこ

とが考えられます。また、昨年度実績で土木Ｃランクでは、平均応札者数

が３者前後であり、もともと応札者数が少ないことも原因として考えられ

ます。 

 

○櫻 井 委 員  地区区分細分化の試行の評価について説明いただきましたが、概ね２分

の１を適用案件とする中で、恣意的に細分化を適用することなく、工事内

容や施工規模、発注時期をみたうえで適用するか判断し、細分化した結果

として１者応札になることが避けられるよう、工夫されたら良いかと思い

ます。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、案件２についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  こちらは、総合評価落札方式（特別簡易型）による制限付一般競争入札

方式で執行し、再度入札を行い、入札金額が高い業者が低い業者を逆転し

て落札し、かつ落札率の高い案件であるため抽出しました。入札金額が高

い業者が逆転落札した原因として、総合評価落札方式の評価項目「配置予

定技術者の施工経験」の点数で差がついているようですが、どのような評

価内容でしょうか。 

 

○水間技術管理課長  配置予定技術者の施工経験は、過去１５年間の同種工事の施工経験があ

るかどうかを評価します。本案件では同種工事の定義を「学校における内

外部改修工事又は大規模工事」とし、その施工経験があるかどうかで評価
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しています。 

 

○櫻 井 委 員  施工経験があるかどうかで、０点又は３点になるという事でしょうか。 

 

○水間技術管 理課 長  実績なしの場合は０点ですが、過去１５年間の本市発注の同種工事の施

工経験ですと３点、国・千葉県発注の同種工事の施工経験ですと２点、本

市・国・千葉県発注以外の同種工事の施工経験ですと１点で評価します。 

 

○櫻 井 委 員  評価項目「事故及び不誠実な行為」で、４番目の業者が－６点になって

いますが、どのような理由で、いつまで減点されるのでしょうか。 

 

○鈴木契約課長  こちらは、過去２年間の指名停止措置の有無によるものです。指名停止

の月数×－１で減点されますので、過去に６か月の指名停止があったとい

う事です。この業者の指名停止理由は、正当な理由なく契約後に工事が履

行不能という事で契約解除したものです。 

 

○佐古田委員  先程の「配置予定技術者の施工経験」で、本市発注だと３点、国・千葉

県だと２点、それ以外は１点の評価という事ですが、なぜ本市発注だと点

数が加点されるのでしょうか。 

 

○水間技術管 理課 長  総合評価の中で、本市発注、国・千葉県発注、それ以外と区分して評価

している理由ですが、企業の社会性、信頼性、地域性を踏まえ、発注元に

よって評価点に差をつけています。 

 

○櫻 井 委 員  千葉市発注の工事において、千葉市の施工実績をより評価するのは理解

できますが、企業の施工能力を評価するうえで、３点では配点が多く、差

がつき過ぎるのではないかというのが感想です。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、案件３についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  こちらは、再発注で、総合評価落札方式（簡易型）による制限付一般競

争入札方式（ＪＶ）で執行し、申請者少数の案件であるため抽出しました。

まず再発注ということで、１回目の発注の応札状況はどうだったのでしょ

うか。 

 

○鈴木契約課長  １回目の発注は、平成２７年１０月に発注し、１２月８日に開札しまし

た。入札参加者は２ＪＶで、２回目の発注と同一の２ＪＶの入札参加があ
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りました。ですが、いずれのＪＶも低入札価格制度の調査基準価格を下回

る金額で入札し、制度としては業者側がその入札額で履行可能であること

を証明する報告書を提出する事になっていますが、その低入札価格調査書

類を提出しなかったために無効となり、入札不調となりました。 

 

○櫻 井 委 員  １回目と２回目の入札ともに入札参加者が同一の２ＪＶという事ですが、

想定していた入札参加者数は何者ですか。 

 

○鈴木契約課長  想定業者数は、最大１８ＪＶです。 

 

○櫻 井 委 員  想定される最大業者数が１８ＪＶのところ、実際には２ＪＶの入札参加

でしたが、入札参加者が少なかった原因について、どのような事が考えら

れますか。 

 

○鈴木契約課長  入札参加者が少なかった原因は、本案件は共同企業体を結成するもので、

単独施工のものに比べ、業者が自社の意向だけで入札参加できなかったこ

と、また、個々の業者の技術者の確保や受注状況などの事情から判断した

結果であると推察します。実際のところ、ＪＶ案件の入札参加者は少ない

傾向にありますが、過去３年間の解体工事の入札参加者は、いずれも２～

３ＪＶでしたので、本案件が特段少なかったわけではありません。 

 

○櫻 井 委 員  １回目の開札が１２月で、２回目の開札が３月ということで、その間、

だいぶ間隔が空いていますが、再発注にあたり設計内容を見直ししたので

しょうか。 

 

○鈴木契約課長  結果的に設計内容の見直しはなかったのですが、入札不調となりました

ので、一度、工事担当課で設計内容の精査を行っています。再発注まで期

間があいた理由は、設計内容を精査したことに加え、本工事では、校舎等

を解体した後の跡地を千葉県へ返還する事になっており、千葉県と再度ス

ケジュール調整の必要があったことと、また、３億円以上の工事で契約締

結に議会の議決が必要となり、議会の開会スケジュールも考慮しながらの

発注となったため、すぐの発注には至りませんでした。 

 

○櫻 井 委 員  本案件では、調査基準価格を下回る入札により入札不調となっています

が、設計内容の見直しでは、どのような見直しを行ったのでしょうか。 

 

○鈴木契約課長  予定価格超過により入札不調になった場合と同様に、再発注にあたり設

計を再チェックし、精査しましたが、設計内容では見直すべき内容はあり
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ませんでした。設計単価のみ最新の１月の単価改正を反映させて再発注し

ています。 

 

○小峰委員長  代表構成員の入札参加資格要件で総合評定値（Ｐ）が７５０点以上の者

と設定していますが、どのように決めているのでしょうか。 

 

○鈴木契約課長  本案件のような建築物の解体工事では、施工実績を有する業者が３６者

いたのですが、品質を確保するため、総合評定値（Ｐ）が低い業者同士で

ＪＶを結成することがないよう、施工実績を有する上位の業者と下位の業

者が概ね半分になる総合評定値を設定しています。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、案件４についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  こちらは、発注時期の平準化で執行し、申請者多数で、多数の応札者が

最低制限価格と同値での抽選を行った案件であるため、抽出しました。ま

ず発注時期の平準化の効果について、どのように評価していますか。 

 

○水間技術管 理課 長  発注時期の平準化は、平成２６年度末から実施しています。本案件は、

平成２８年８月１７日を工期限として、２月１９日に契約し、８月１０日

に検査を実施し工事が完了しています。仮にこれまでのとおり４月に発注

した場合は、６月に契約となり、工事が集中する年末や年度末に検査を行

う事になります。平準化については、工事の閑散期である年度初めから８

月までの間に工事を行ったことにより、余裕をもって工事を完成すること

ができ、一定の効果があったと考えています。 

 

○櫻 井 委 員  応札者数や落札率等の具体的な数値での評価はしていますか。 

 

○鈴木契約課長  平成２７年度一般競争入札の舗装工事の平均参加申請者数が約１７者で

あったことと比較して、平準化で発注した本案件は２９者の入札参加申請

があったので、平準化の効果があったと思われます。落札率については、

舗装工事はもともと落札率が低い傾向にあるので同程度になっています。 

 

○櫻 井 委 員  舗装工事において、最低制限価格での同値抽選が多いと思われますが、

その理由について、どう推察していますか。 

 

○鈴木契約課長  千葉市では積算基準が公開されているため、入札参加業者は千葉市の積

算方法を把握したうえで、特記仕様書や設計図面、金額を抜いた設計金額
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内訳書から、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の積算が

可能となっています。また、落札決定後に依頼があれば、金額入り内訳書

も提供しています。更に、舗装工事は、特別な工種や見積を必要とする材

料も少なく、比較的単純な工事であり、同種の工事を多く発注しています。

この様な状況の中、舗装工事は人気の高い工事であるため、業者側も市の

積算方法を研究し、落札するために最低制限価格と同値で入札する傾向に

あります。最低制限価格の算出方法も公開しているので、予定価格が算出

できれば、最低制限価格もわかります。このことから、舗装工事において

は最低制限価格と同値での入札が多くなるのではないかと考えています。 

 

○櫻 井 委 員  舗装工事において、抽選となる割合はどの位でしょうか。 

 

○鈴木契約課長  平成２７年度一般競争入札の舗装工事の契約案件７７件のうち、同値抽

選の件数が４１件、割合が全体の５３．２％になっています。 

 

○櫻 井 委 員  舗装工事において、同値抽選の割合が５３．２％という事ですが、契約

件数のうち総合評価落札方式で発注した案件では、入札額ではなく評価値

が同値の場合に抽選となるので、入札額が同値であった件数・割合は、よ

り高くなるのではないかと思います。 

 

○小峰委員長  総合評価落札方式の話がでましたが、本案件を総合評価落札方式で発注

せず、舗装工事でも次の案件５を総合評価落札方式で発注しているのは何

故ですか。 

 

○水間技術管 理課 長  本案件は、平準化の対象工事ですので、総合評価落札方式の対象として

おりません。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、案件５についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  こちらは、総合評価落札方式（特別簡易型・実績育成タイプ）による制

限付一般競争入札方式で執行し、入札金額が高い業者が低い業者を逆転し、

落札した案件であるため、抽出しました。まず総合評価落札方式のうち、

特別簡易型の実績育成タイプで発注した実績は、どの位ありますか。 

 

○水間技術管 理課 長  今年度７月末時点で、特別簡易型・実績育成タイプでの発注は、総合評

価の発注５４件のうち１８件の実績があります。実績育成タイプは、過去

に同種工事の施工実績がない業者でも評価に差がつかない評価方法であり、
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施工経験の少ない業者に参加の機会を与える方式ですが、今年度は過去に

実績のない業者が落札した案件はありませんでした。なお、今年度から建

設業における若手技術者の育成を目的として、評価項目に「若手技術者の

配置」を追加し、４０歳未満の技術者を配置した業者に加点をしています。 

 

○櫻 井 委 員  本案件では、特に評価項目「若手技術者の配置」の評価で落札者が逆転

しているようですが、これは主任技術者等に若手技術者を配置するという

ことですか。 

 

○水間技術管 理課 長  はい、その通りです。 

 

○小峰委員長  若手技術者について、評価する年齢を４０歳未満に定めた理由は何です

か。 

 

○水間技術管 理課 長  国及び他の政令指定都市の取組みや市内業者の技術者の登用状況を調査

した結果、本市では４０歳未満に定めました。 

 

○小峰委員長  今年度から「若手技術者の配置」を評価項目に追加した理由は何ですか。 

 

○水間技術管 理課 長  国や他の政令指定都市の状況を参考にしながら、建設業における人材の

確保や若手技術者の育成を目的として、今年度から制度改正して追加した

ところです。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようでしたら、続きまして案件６、７の指名競争入札について事務

局から説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補佐 （案件６、７についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  ただいま指名競争入札について説明ございましたが、審議については、

また１件ずつ審議してまいりたいと思います。それでは、案件６について

お願いします。 

 

○櫻 井 委 員  こちらは、再発注で、予定価格事前公表の指名競争入札で執行し、落札

率の高い案件であるため、抽出しました。まず１回目の入札不調から再発

注までの期間が空いている理由は何ですか。 
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○鈴木契約課長  本案件は１１月下旬に１回目の入札が不調となり、再発注することにな

りましたが、工事担当課による設計内容の精査に時間を要し、年内の最終

審査会に間に合わず、年末年始をはさんで、年明けの１月の臨時審査会に

諮ることになったため、少し発注まで時間がかかっています。 

 

○櫻 井 委 員  入札不調後、再発注時に設計内容をどう見直していますか。 

 

○鈴木契約課長  工事担当課により設計内容の精査を行った結果、設計内容の変更はあり

ませんでしたが、再発注まで時間経過したため、見積りにより積算してい

る単価について、再度見積りを徴取し、最新の実勢価格に合わせて積算し

直しました。その結果、設計金額がやや増額となり、再発注をしています。 

 

○櫻 井 委 員  １回目の入札参加者と２回目の入札参加者に違いはありましたか。 

 

○鈴木契約課長  本市では、制限付一般競争入札で不調となり、事業スケジュールに余裕

のない案件は、指名競争入札で発注しています。指名競争入札で発注する

場合、直近の制限付一般競争入札の入札参加資格要件を満たす業者を全て

指名しています。そのため、１回目の入札参加者１者を含め、２回目の指

名競争入札では全６者を指名し、発注しています。 

 

○櫻 井 委 員  ２回目の指名競争入札では、予定価格を事前公表したうえで、辞退する

業者が多かったようですが、業者の辞退理由は、金額が合わなかったとい

うものですか。 

 

○鈴木契約課長  辞退した業者３者とも辞退理由は、技術者の確保が困難であるという理

由でしたが、事前公表により金額を示されたうえで、その金額で自社が受

注可能かどうか判断し、辞退したことも考えられます。 

 

○小峰委員長  １回目の入札で応札した１者は、２回目の入札で落札した業者と同一の

業者ですか。 

 

○大久保契約第一班主査  はい、１回目の入札不調だった時の応札した業者は、２回目の落札業者

と同一業者です。 

 

○小峰委員長  落札した業者は、もともと受注意欲があった業者のようですが、１回目

の不調になった原因として、積算に無理があり、金額が合わなかったとい

う事も考えられるのでしょうか。 
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○鈴木契約課長  積算に無理があったかどうかは定かではありませんが、再発注の際には、

時間が経過しているので、再度、見積りを徴取し直し、最新の実勢価格を

採用しています。 

 

○小峰委員長  本案件の工事概要にありますプレボーリング拡大根固め工法という工法

は、工法としては特殊で難しい工法なのですか。 

 

○水間技術管 理課 長  杭打ち工事の工法としては、一般的な工法です。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、案件７についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  こちらは、再発注で、予定価格事前公表の指名競争入札で執行し、同値

抽選を行った案件であるため、抽出しました。まず指名競争入札で執行し

た理由は何ですか。 

 

○鈴木契約課長  本案件は、千葉市中央消防署宮崎出張所改築に伴う空調設備工事です。

平成２８年５月９日に一般競争入札で発注したが５月２５日に入札不調と

なり、既に契約済みで６月に工事着手し、年度内に竣工予定の建築工事と

調整を図るためには、これ以上の遅延は避けなければならず、事業スケジ

ュールに余裕がないため、指名競争入札により執行しました。 

 

○櫻 井 委 員  入札不調後、再発注時に設計内容をどう見直していますか。 

 

○鈴木契約課長  本案件は、工事担当課により設計内容の精査は行っていますが、設計内

容の変更はありませんでした。 

 

○小峰委員長  再発注にあたり、設計金額に変更はありましたか。 

 

○鈴木契約課 長補佐  設計金額は、少し減額になりました。工期が短くなった分、共通費が減

ったためです。 

 

○櫻 井 委 員  指名競争入札で発注した結果、応札者が増えた理由について、どう考え

ていますか。 

 

○鈴木契約課長  一般競争入札から指名競争入札に切り替える場合、原則として、直近の

一般競争入札の資格要件に該当する全ての業者を指名するようにしていま

す。推測にはなりますが、一般競争入札の公告で発注された際は、たまた
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ま発注情報を見落とした業者や、時期が変わり技術者を配置できる状況に

なったという業者の応札が考えられます。また、指名される業者側からみ

れば、せっかく指名されたので応札しようという考えもあり、応札を検討

する業者が増えた結果と思われます。 

 

○小峰委員長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようでしたら、続きまして案件８の随意契約について事務局から説

明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補佐 （案件８についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  それでは、案件８についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  こちらは、今回の抽出対象工事で一者随契の案件が１件のみでしたので、

抽出しました。まず本案件は、駐輪機器を移設する工事をメーカーに発注

したものですが、移設前の当初工事についても、施工会社ではなく、メー

カーに発注していたのでしょうか。また、その時の発注方法について、説

明をお願いします。 

 

○鈴木契約課長  当初工事は、制限付一般競争入札により発注しています。当初工事は、

駐輪機器設置だけの発注ではなく、駐輪機器設置を含む自転車駐車場整備

工事を業種・とび土工で発注しています。駐輪機器設置は、当初工事を受

注した施工会社が、本案件のメーカーの駐輪機器を選定し、メーカーが駐

輪機器を設置しています。 

 

○櫻 井 委 員  本案件の随意契約について、当初工事の施工会社ではなく、メーカーに

発注したのは何故ですか。 

 

○鈴木契約課長  本案件の工事内容が、駐輪場整備工事ではなく、部分的な駐輪機器の移

設工事であるためです。当初工事において駐輪機器の設置工事をしたメー

カー以外では施工不可能であることから、直接、随意契約で発注しました。 

 

○櫻 井 委 員  本案件の受注者は、制限付一般競争入札で入札参加する際に必要となる

入札参加資格者名簿の登録業者ですか。 

 

○大久保契約第一班主査  名簿登録されている業者です。 
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○櫻 井 委 員  １者随契の場合、設計金額が適正な価格かどうかはどう判断しています

か。 

 

○鈴木契約課長  自転車ラック等の直接工事費は、メーカー毎に規格が違い、確立した積

算方法がありませんので、随契の相手方から見積を徴取し、算出しました。

徴取した見積金額については、過去の設計書等の実績を照合し、異常値が

無いかを確認しています。その他共通費は、千葉市の積算基準により積算

しています。 

 

○小峰委員長  駐輪機器のメーカーというのは多いのですか。 

 

○水間技術管 理課 長  複数のメーカーがあるのは確認していますが、何社かまでは把握してい

ません。 

 

○小峰委員長  他に何かありますか。無いようでしたら、以上で各入札方式における契

約手続の審議を終わらせて頂きます。 

 

○鈴木契約課長  本日は長時間にわたり慎重な審議をありがとうございました。次回は、

１１月に開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

以 上 
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